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１．はじめに 

我が国の中央銀行デジタル通貨（ＣＢＤＣ）に関する議論については、日

本銀行が２０２０年１０月に「中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取

り組み方針」を公表し、２０２１年４月以降、概念実証・パイロット実験を

通じて技術面における実証に取り組んでいる。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針２０２１」（２０２１年６月１８日 

閣議決定）において、「ＣＢＤＣについて、政府・日銀は、（中略）制度設計

の大枠を整理」することとされたことを踏まえ、通貨制度を所管する財務省に

おいて、ＣＢＤＣに関する有識者会議が２０２３年４月に立ち上げられた。 

その後、「経済財政運営と改革の基本方針２０２３」（２０２３年６月１６

日 閣議決定）において、「政府・日本銀行は、年内目途の有識者の議論の取

りまとめ等を踏まえ、諸外国の動向を見つつ、制度設計の大枠を整理」するこ

ととされたことを踏まえ、ＣＢＤＣに関する関係府省庁・日本銀行連絡会議

（以下、「連絡会議」）が２０２４年１月に設置され、同年４月には「中間整

理」を取りまとめた。 

同年１０月には、より実務的な議論を行うため、連絡会議の下にＣＢＤＣに

関する関係府省庁・日本銀行連絡会議幹事会（以下、「幹事会」）を設置し、

２０２５年５月に「第２次中間整理」を取りまとめた。 

本報告書は、２０２５年秋以降の連絡会議及び幹事会での議論を整理したも

のである。 
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２．関係府省庁・日本銀行連絡会議における議論の概要 

本連絡会議では、２０２４年の「中間整理」において、（１）利用者の多

様なニーズを踏まえつつ、ＣＢＤＣを利便性の高い決済手段として提供して

いくために、日本銀行と仲介機関の役割分担をどう考えるか、（２）我が国

では既に各種の決済手段が提供されている中で、決済システム全体としての

安定性・効率性の確保を図っていくために、どのようにＣＢＤＣと各種の決

済手段との共存・役割分担を行うのか、（３）いかに決済手段として常時機

能させるとともに、プライバシーに対する国民の懸念に応えていくのか、 

（４）現行の法制度にも幅広く影響することが想定される中、法令面の対応

をどうするか、といったことを主要な論点・課題として整理した。また、２

０２５年の「第２次中間整理」において、（１）私法上の整理、（２）プラ

イバシーの保護とデータの利活用／公共政策上の要請の両立、（３）各種の

民間決済手段との役割分担、の三つのテーマについて、それぞれにおける基

本的な考え方や考えられる選択肢を整理した。 

 

これらの整理を踏まえて、他の論点の検討のために先んじて議論すべき事

項や、関係府省庁や日本銀行との横断的な議論の必要性などからより時間を

要し得る事項などを検討し、以下の五つのテーマを議論した。 

Ⅰ．預金等との共存 

Ⅱ．日本銀行と仲介機関の業務と役割分担 

Ⅲ．仲介機関の負担への配慮とメリットの拡大 

Ⅳ．追加サービスの類型 

Ⅴ．基礎的な決済手段としてのＣＢＤＣの姿 

 

本節では、制度設計の大枠の整理に向けて、それぞれの論点における現時

点の基本的な考え方や考えられる選択肢を示していく。 

 

なお、今回行った整理は、現時点での議論をまとめたものであり、ＣＢＤ

Ｃの導入を予断するものではない。今後、発行の実現可能性を検討するにあ

たっては、諸外国における検討状況や、我が国における経済・社会情勢や決

済を取り巻く環境・課題の変化、ステーブルコインやトークン化預金を含む

今後の技術面における進展等を踏まえつつ、改めて検討することになる。 
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Ⅰ．預金等との共存 

幹事会における議論 

「中間整理」においては、銀行預金からの急激・継続的な資金シフトが生

じた場合、金融システム・経済に悪影響を及ぼす可能性があることから、金

融仲介機能・預金保険制度や経済活動全般への影響を評価・分析した上で、

セーフガード措置の検討が必要とされており、 

⚫ 保有額制限は、銀行預金からの資金シフトを直接制限できる一方、手

数料による対応は、特に金融ストレス時に機能しない可能性もあり、

その効果が明確ではなく、保有額制限を主軸として検討していくべき

である 

⚫ 保有額制限の検討には、複数口座を開設した場合の対応や、上限額を

超えた受払への対応（事前に登録した銀行口座等に自動的に振り替

え・チャージする機能）等もあわせて検討していく必要がある 

と整理している。なお、一昨年に実施した民間事業者ヒアリングにおいては、

セーフガードやオートスウィング1などの導入にあたっては、システム負担軽

減や不正利用対策等の考慮事項が挙げられた。 

 

上記の整理を踏まえると、金融システムの安定のための制限の方法を検討

する際には、マクロプルーデンスとミクロプルーデンスの双方の観点から検

討することが望ましいと考えられる。 

前者については、急激・一時的な預金流出を避ける観点では、取引額制限

も効果はあり得るが、継続的な信用不安や構造的な預金量低下を防ぐために

は、中間整理のとおり、個人および法人（非金融機関等）のＣＢＤＣ保有額

に制限を設けることが適当と考えられる。なお、ユーロ圏においては、法人

の保有上限額をゼロとする一方で、オートスウィング・チャージ機能を用い

た決済を可能にすることが想定されている。 

後者については、個別金融機関の固有事情による預金流出という「デジタ

ルバンクラン」一般の問題と考えることが適当であり、個別金融機関の判断

で、平時より、保有額制限に加えて、銀行預金からＣＢＤＣへの払出回数や

払出金額に制約を設けておくことも手段の一つとして考えられる。 

 

上限額の水準を検討するにあたっては、金融システムの安定のほか、経

済・社会情勢や法定通貨としての性質等を踏まえた設定とすることが適当で

 

1 保有上限額を上回る支払いの受領を事前に登録した口座（預金口座等）に自動的に振り替える機能を

いう。 
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ある。また、ＣＢＤＣも価値保蔵の手段としての機能を全く果たさないとい

うことではないと考えられるため、この点も踏まえることが重要である。な

お、ＡＭＬ／ＣＦＴや事務負担、システム負荷の観点から、各金融機関の判

断で取引金額・回数や払出制限等の別途の制限が設けられる場合、その効果

についても考慮した設定とする必要がある。 

また、「中間整理」にあるとおり、ＣＢＤＣは銀行預金と異なり、付利を

想定することは難しいほか、民間キャッシュレス決済手段と異なり、発行体

がポイントを付与することは想定され難い中で、ユーザーに対する過度な制

限により利便性が大きく損なわれる場合、利用が低調となり政策目的を果た

すことが難しくなることが想定される。制限と利便性のトレードオフを意識

することが重要であるほか、消費者・企業等のユーザーや仲介機関にとって

分かりやすい仕組みとする必要がある。 

 

保有額制限の運用に関して、主な目的を金融システム全体のマクロ的な預

金流出抑制とすると、個々のユーザーの保有額をリアルタイムに制限するな

どの厳格な対応の必要性は低いと考えられる。また、厳格な管理を追求する

と仲介機関を担う民間事業者に相応のシステム対応・負担が生じる可能性が

あることからも、やはり厳格な制限まで求めないことが選択肢となると考え

られる。 

例えば、オートスウィング機能について、金融機関のシステム負荷の大き

さに鑑みると即時・常時のオートスウィングは困難と考えられる。そのため、

勘定系システム停止中等の一定の状況下においては一定期間の上限額超過は

許容することも選択肢の一つと考えられる。なお、一時的な上限超過を許容

するためには、オートスウィングをまとめて処理を行うこと等について技術

的精査をしていく必要がある。 

保有額制限の目的とシステム負荷を含めた民間事業者の負担とのバランス

の観点を踏まえた適切な制度設計のあり方について、引き続き検討していく

必要がある。 

 

これらの保有額制限の運用において、ユーザーに複数口座を認める場合、

ユーザーが持つすべての口座残高を常時合算して保有上限額を管理すること

は、システムや制度の運用上、困難であると考えられる。このため、例えば、

口座ごとの残高上限と口座数制限の組み合わせで管理することなど、管理主

体に過度な負担とならない設計にすることが適当と考えられる。 

口座数制限については、一人一口座に限定すること、複数口座保有を認め

たうえで口座数を制限すること、口座ごとの上限を少額に止めたうえで口座
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数制限は行わないこと等の選択肢が考えられる。保有口座数の制限について、

どのような主体がどのように管理するのか、システム技術面のフィージビリ

ティのみならず、コストや負担の観点も考慮する必要がある。 

 

米国におけるステーブルコインの普及状況や、日本でもステーブルコイン

が発行され、３メガバンクによるステーブルコインを用いたクロスボーダー

決済の高度化に係る実証実験も始まるといった状況を踏まえると、今後の検

討においてはこれらの新しい民間マネーとＣＢＤＣの関係についても更に意

識していく必要があると考えられる。 

この点に関連して、幹事会では、ＣＢＤＣは中央銀行が発行するマネーで

あり、ステーブルコイン等の民間事業者が発行する新たなマネーとは、性質

や期待される役割は異なるのではないかといった見方や、民間マネーが一層

広がった場合でも、それらが事業としてカバーしない領域が存在することが

想定され、そのような取引の受け皿として公的なデジタル決済手段を提供す

ることが期待されるのではないかとの見方が示された。 

 

連絡会議としての基本的な考え方と今後の議論について 

幹事会での議論も踏まえ、連絡会議としては、以下のとおり、「預金等と

の共存」に係る基本的な考え方と今後の議論の方向性に関する整理を行った。 

 

⚫ 金融システムの安定の観点から、個人及び法人のユーザーに対し保有

額制限を主軸とした量的制限を設定することが適当である。加えて、

個別金融機関の判断により、銀行預金からＣＢＤＣへの払出回数や払

出金額に制約を設けることが考えられる。 

⚫ 保有上限額の水準については、金融システムの安定の観点に加え、経

済・社会情勢や法定通貨としての性質などを踏まえた水準に設定する

ことが適当である。この過程では、保有上限額を下げるほど利便性が

損なわれるトレードオフの関係を意識し、金融システムの安定を維持

しつつＣＢＤＣの政策目的を果たせる水準について検討することが重

要である。 

⚫ 保有額制限の運用については、上限額を超えた支払を受領する際の対

応として、オートスウィング機能の付与が考えられる。この場合、金

融機関の負担の大きさに鑑み、一定期間の上限値超過を許容すること

も選択肢となる。今後、保有額制限の目的とシステム負荷を含めた民

間事業者の負担とのバランスを意識して、超過の可否やその程度につ

いて検討すべきである。 
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⚫ 個人ユーザーに複数の口座開設を認める場合は、複数口座の残高を合

算して保有上限額を管理することは困難であり、口座毎の上限と口座

数制限の組み合わせなど、管理主体に過度な負担とならない設計にす

ることが適当である。 

⚫ 個人ユーザーにおける口座数のあり方については、一人一口座に限定

することや、複数口座保有を認めた上で口座数を制限すること等が選

択肢となるが、口座の有無や口座数の管理を行うこととなるため、そ

の管理主体やシステム整備のコスト等の観点も考慮した制度設計とす

る必要がある。 

⚫ ＣＢＤＣは中央銀行が発行するマネーであり、民間事業者が発行する

ステーブルコイン等とは性質や期待される役割が異なると考えられる。

たとえば、民間マネーがカバーしない取引の受け皿となることなどを

通じ、民間マネーを補完することが期待される。 

 

  その上で、以下の論点について方向性を明確化するため、引き続き関係府

省庁・日本銀行と丁寧な議論を行っていく。 

 

⚫ 保有上限額の水準の具体的なあり方やその設定主体 

⚫ 仲介機関等に過度な負担とならない上限額超過時の対応のあり方 

⚫ 口座数制限の具体的なあり方やその管理方法 
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Ⅱ．日本銀行と仲介機関の業務と役割分担 

幹事会における議論 

「中間整理」においては、仲介機関及び日本銀行それぞれの役割として、

以下のように整理をしている。 

⚫ 日本銀行は、ＣＢＤＣを自らの負債として一元的に発行することから、

その記録・確認を正確に行うための仕組み（台帳等）の管理を行うこ

とが適当である。また、日本銀行の役割としては、こうした仕組みの

管理に留まらず、民間事業者のイノベーションを促進することを通じ

て、民間決済サービスの高度化を図るといった「触媒」としての役割

を果たすことも求められうる。 

⚫ 仲介機関は、「二層構造」の下で、日本銀行と利用者の間に立って、

ＣＢＤＣの発行・流通・還収に関する業務を行うことになる。具体的

には、仲介機関は、利用者に基礎的な決済手段を提供する観点から、

日本銀行との間においては、ＣＢＤＣの発行・還収に関する業務を担

うとともに、利用者との間においては、例えば取引の開廃手続・顧客

管理やインターフェースの提供、利用者からの払出・移転・受入依頼

への対応といった流通に関する業務を担うことが想定される。 

 

上記の整理の下、日本銀行が担うべき機能と仲介機関が担いうる機能につ

いては、日本銀行は台帳管理の機能を中心に担い、仲介機関は顧客管理の機

能を中心に担うことが適当と考えられる。 

（ⅰ）日本銀行 

日本銀行はユーザーのＣＢＤＣ残高を記録する台帳の管理を担うこと

が適当である。また、台帳管理について中央銀行の管理責任の下で、ア

ウトソースすることも選択肢として考えられる。 
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また、一般に、中央銀行は決済の領域において、オペレーター（決済

サービスの提供者）、オーバーシーアー（システミックに重要な民間決

済システムのオーバーサイト）、カタリスト（イノベーションと民間決

済サービスの高度化を促進する触媒）といった役割があるといった議論

があり、ＣＢＤＣの文脈でも参考になる。すなわち、中間整理にも記載

のある日本銀行の「触媒」としての機能は重要であり、台帳へのアクセ

スに関する仕様の決定や、ＣＢＤＣシステムの標準化やＳＤＫ（ソフト

ウェアデベロップメントキット）の提供を主導するほか、イノベーショ

ンのカタリストとしての役割を担うことも期待される。 

この点、幹事会においては、オペレーターとカタリストの役割を中央

銀行で担いつつ、アウトソースや機能分解をしながら運営していく諸外

国の事例として、インドの中央銀行であるＲＢＩの管轄下にある「イン

ド決済公社」は、ＦＰＳ（ファストペイメントシステム）であるＵＰＩ

を開発・運営し、インドのＣＢＤＣであるデジタルルピーの開発母体に

もなっている、との紹介があった。 

我が国においても、諸外国の事例も参考にしつつ、新たな仕組みの導

入可能性を含め、柔軟な検討をしていくことが適当と考えられる。 

 

（ⅱ）仲介機関 

仲介機関が担いうる機能として、まず顧客管理機能には、口座開廃、

身元確認（ＫＹＣ）、顧客に対するインターフェース（アプリ・カード

等）の提供、顧客からの送金指図の受領／台帳に対する送金指図の伝達、

顧客からの照会対応、差押え等の業務が含まれると考えられる。このほ

か、ＣＢＤＣと自社発行の民間マネー（銀行預金、資金移動業マネー等）

との交換や、現金とＣＢＤＣの交換といった払出・受入機能のほか、発

行先・還収元としての機能（ＣＢＤＣと中央銀行当座預金との交換）も、

仲介機関が担うことが適当と考えられる。これらの業務は一体として担

うことだけでなく、一部の業務のみを担うことや、業務の一部をアウト

ソース・共同化することも選択肢として考え得る。 

 

連絡会議としての基本的な考え方と今後の議論について 

幹事会での議論も踏まえ、連絡会議としては、以下のとおり、「日本銀行

と仲介機関の業務と役割分担」に係る基本的な考え方と今後の議論の方向性

に関する整理を行った。 

 

⚫ 日本銀行は、台帳管理や決済の機能を担うことが適当である。台帳管
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理については、中央銀行自らが担うかたちのほか、その管理責任の下

でアウトソースすることも選択肢として考えられる。また、ＣＢＤＣ

エコシステムのフォローや、イノベーションや決済高度化のカタリス

ト（触媒）といった役割を果たすことが期待される。 

⚫ 仲介機関は、顧客管理を中心に、払出・受入、発行先・還収元として

の機能等を担うことが適当である。これらの業務は一体として担うこ

とだけでなく、一部の業務のみを担うことや、業務の一部をアウトソ

ース・共同化することも選択肢として考え得る。 

 

その上で、仲介機関が行う各業務の詳細な定義や責任範囲及び、既存

の民間決済手段に対する各府省庁の所管法令に基づく規制・監督との関

係や追加的な対応の要否について、民間事業者ともコミュニケーション

をとりつつ、引き続き関係府省庁・日本銀行と丁寧な議論を行っていく。 
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Ⅲ．仲介機関の負担への配慮とメリットの拡大 

幹事会における議論 

我が国においては、ユーロ圏のようにＣＢＤＣの取扱や受領を法律で義務

づけることは現時点では想定されないため、我が国の実情やユニバーサルア

クセスの観点を踏まえつつ、仲介機関がＣＢＤＣを取扱うことで利得がある

ようなエコシステムを構築することが適当である。すなわち、ＣＢＤＣの安

定した発行・流通を確保するためには、各機能を担うプレイヤーが持続的に

参加できるエコシステムの存在が重要であり、エコシステム全体のインセン

ティブ設計を意識する必要がある。民間事業者がＣＢＤＣを取り扱う場合に

は、システム構築等で費用が発生する一方で、現金ハンドリングコストが低

減する、標準化されたシステムを用いることにより銀行ＡＰＩに比して接続

負担が軽減する、といった既存コストの削減も想定され、プラスマイナス両

面から持続可能な収益構造となるかどうかを検討していく必要がある。 

こうした点を踏まえると、仲介業務を担う民間事業者における①負担への

配慮と②メリットの拡大の観点を意識した制度設計・運用とすることが肝要

と考えられる。 

 

負担への配慮（軽減）としては、例えば、前述のとおり、仲介業務（顧客

管理、払出・受入、発行先・還収元としての業務）の一部のみを担うこと、

仲介業務の一部をアウトソース・共同化すること、仲介業務にかかる制度運

用上の工夫などが考えられる。 

⚫ 仲介業務の一部のみを担うケースとして、資金移動業者が自社マネー

へのファンディングソースとしてのみＣＢＤＣを活用する場合や、金

融機関が現金タッチポイントの合理化のためにＣＢＤＣと銀行預金の

交換に応じる場合は、仲介業務のうち「払出・受入」または「発行

先・還収元としての業務」を担えばよく、「顧客管理」は必須ではな

いと考えられる。 

⚫ 仲介業務の一部をアウトソース・共同化するケースとして、規模が大

きくない仲介機関において、仲介機関同士で連携をして、規模が大き

い仲介機関などと顧客管理にかかるシステム基盤を共同利用したり、

アプリを共通化することなどが考えられる。例えば、過去の幹事会で

の議論のように、アラートデータや不正利用口座情報を集約するデー

タベースを設けることなどが考えられる。 

⚫ 仲介業務にかかる制度運用上の工夫として、前述のとおり、勘定系シ

ステム停止中・処理間の上限超過を容認する等、一定期間の保有上限

額超過は許容することで、金融機関のシステム負荷を軽減することが
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考えられる。また、口座開設時のＡＭＬ／ＣＦＴにかかる取引時確認

については、既に預金口座等を開設している仲介機関においてＣＢＤ

Ｃ口座を開設する場合には、既設口座で精度の高いＫＹＣ情報を得て

いることを前提として、その内容に依拠することも想定される。 

 

なお、顧客管理に関する業務と払出・受入は密接に関係しており、マネー

ロンダリング防止の観点から、顧客管理や取引時確認の責任を明確化し、顧

客管理が仲介機関において適切に行われるよう慎重に検討する必要がある。 

 

メリットの拡大については、仲介機関になることで得られうるメリットを

分類すると、仲介業務を行う中で自然に生じるメリット（本業とのシナジー

等）、仲介業務と合わせて追加サービスを提供することで生じるメリットの

２種類が主として考えられ、それぞれの拡大を図るよう制度設計を検討する

ことが適当である。 

⚫ 仲介業務を行う中で自然に生じうるメリットについて、現金を扱う銀

行等を想定すると、払出・受入、発行先・還収元としての業務を担う

ことにより、現金からＣＢＤＣへのシフトが進めば、現金のハンドリ

ングコストやＡＴＭの維持・管理コストを低減できる可能性がある。

法人顧客のメインバンク等を想定すると、顧客管理、払出・受入、発

行先・還収元としての業務を担うことで、（オートスウィング先口座

の）法人預金の獲得につながる可能性がある。個人顧客の取引銀行等

を想定すると、同様の業務を担うことで、チャージ元・スウィング先

として個人預金の獲得等につながる可能性がある。 

⚫ 仲介業務と合わせて追加サービスを提供することで生じうるメリット

について、顧客管理を行う仲介機関が台帳に対して送金指図を伝達す

ることを踏まえれば、当該顧客管理を行う仲介機関が、条件の成就を

判定する、あるいは多様な当人認証手段や相互運用サービスを提供す

るなど、顧客の意思に沿った形で送金指図を生成することで、顧客等

に新たなサービスを提供できる可能性がある。また、顧客管理を行う

仲介機関における情報の利活用について、顧客管理を行う仲介機関で

ない民間事業者がサービス提供する場合と比較して、利活用可能な情

報範囲の広さを活かしたサービスを提供できる可能性がある。 

⚫ なお、仲介業務と合わせて提供するかどうかにかかわらず、追加サー

ビスを提供することで事業者が享受できうるメリットも存在し、たと

えば家計簿アプリや会計ソフトとの連携サービスから得られる収益等

が考えられる。 
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この点、幹事会においては、公的インフラとしての本業とそれに附帯する

事業とを組み合わせて、全体として収益を確保している事例は金融以外の分

野にも数多くあり、ＣＢＤＣエコシステムを構築していく際には他業態の事

例も参考になるのではないかとの意見があった。 

 

連絡会議としての基本的な考え方と今後の議論について 

幹事会での議論も踏まえ、連絡会議としては、以下のとおり、「仲介機関

の負担への配慮とメリットの拡大」に係る基本的な考え方と今後の議論の方

向性に関する整理を行った。 

 

⚫ ＣＢＤＣの安定した発行・流通を確保するためには、各業務を担うプ

レイヤーが持続的に参加できるエコシステムの存在が重要であり、特

に民間事業者が仲介機関としてエコシステムに参加しやすい業務と役

割分担のあり方とする必要がある。また、負担への配慮とメリットの

拡大の２つの観点を意識した制度設計・運用となるよう検討すること

が適当である。 

⚫ 民間事業者の負担への配慮としては、業務の担い方に様々な選択肢を

用意することがある。例えば、民間事業者が仲介業務の一部のみを担

うことや業務のアウトソースを認めること等が考えられる。また、保

有上限額を超えた際のオートスウィングの頻度を下げて金融機関のシ

ステム負担を軽減することや、ＡＭＬ／ＣＦＴ対応にかかる取引時確

認において、既設口座で精度の高いＫＹＣ情報を得ていることを前提

として、その内容に依拠すること等、制度運用上の工夫があり得る。 

⚫ 民間事業者のメリットの拡大としては、現金ハンドリングコストの軽

減等の既存コストの圧縮、また、「顧客管理」を行う仲介機関が活用

できる情報の範囲の広さを活かしたサービスを提供することで生じる

メリット等が示された。 

 

その上で、日本銀行が民間事業者とともに実施しているＣＢＤＣフォーラ

ムにおける議論も参考にしつつ、コスト負担のあり方やエコシステム全体の

インセンティブ設計について検討を進めていく。 
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Ⅳ．追加サービスの類型 

幹事会における議論 

「中間整理」においては、誰でも、いつでも、どこでも、安全・確実にＣ

ＢＤＣを利用できるようにするだけでなく、他の決済サービスと遜色のない

利便性の提供やＣＢＤＣならではの利便性の向上の追求も必要としている。

この実現のため、仲介機関が、例えば、家計簿サービスや条件付き決済サー

ビスのように、ＣＢＤＣの利便性を向上させる「追加サービス」を担うこと

も想定されている。ただし、「追加サービス」は仲介機関に固有の業務とは

言えず、民間の創意工夫を促す観点から、公正な競争条件を確保しつつ、現

在決済サービスを提供している民間事業者だけでなく、その他の民間事業者

も参入できる方向で検討することが適当としている。 

 

また、諸外国の検討状況としては、ユーロ圏や英国では表１・２のとおり、

情報の利活用、条件付き決済サービス、ユーザー体験の多様化等を展望して

いる。 

 

（表１）ユーロ圏における検討状況 
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（表２）英国における検討状況 

 

我が国における検討においては、たとえば、日本銀行におけるＣＢＤＣフ

ォーラムでは、以下の点について議論されている。 

⚫ 仕様の標準化については、標準化を主導する主体としては様々考えら

れるが、新たにＣＢＤＣに関する新組織・団体を組成するのも一案。

「仕様」からその外縁の「ガイドライン」等に移るにしたがって、公

的な関与が下がるイメージ。国際標準を意識することも必要。 

⚫ ＣＢＤＣのエコシステムについては、参入障壁を引き下げることを重

視すべき。他方で、事業者毎に提供されるサービスがあったりなかっ

たりすると、ユーザーの混乱に繋がる。ＣＢＤＣシステムへの処理集

中を避ける観点から、取引情報照会といった参照系の負荷について検

討する必要。 

⚫ ＣＢＤＣの基盤側の改善を継続していくために必要な人的・金銭的資

源を確保できる仕組みを構築することが、追加サービスの発展に繋が

るかもしれない。 

⚫ コンディショナルペイメント（条件付き決済、一種のスマートコント

ラクト）とプログラマブルマネー（マネー自体がプログラム可能であ

ること）を区別し、前者について検討することが重要。 

－ 外部プログラム方式（ＣＢＤＣシステムの外側でプログラムする

こと）が望ましい。エスクロー機能にはニーズがありうる。 

－ 用途制限の機能は、受領側が制限のないＣＢＤＣを受け取る前提
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では、地域商品券などの用途で活用されうる。 

 

また、ＣＢＤＣフォーラムでは、参加企業の有志メンバーでクラウド上に

共同で実験環境（ＡＰＩサンドボックス）を用意し、追加サービスを念頭に

置いて様々なＡＰＩを構築した。これはＡＰＩを通じたＣＢＤＣシステムの

外部連携にフォーカスし、機能拡張性について「手を動かしながら」議論を

行うためのシステムであり、自社開発の機能と基盤領域のＡＰＩを連携させ

て、疑似的に追加サービスを提供することや、他社にＡＰＩを開放すること

で、参加企業のＡＰＩ同士の連携を可能とする等の取組を試行した。 

ＡＰＩサンドボックスの参加企業から提案された具体的なユースケースの

例としては、ユーロ圏や英国と同様に、情報の利活用・条件付き決済サービ

ス・ユーザー体験の多様化（相互運用サービス、当人認証手段の多様化）等

が展望されており、これらの整理も踏まえて今後も検討を進めていくことが

適当と考えられる。 

 

（表３）ＣＢＤＣフォーラムにおいて提案されたユースケース 

加えて、追加サービスに関する民間事業者の創意工夫を促し、イノベーシ

ョンを支え、ひいてはＣＢＤＣエコシステムの持続可能性を高める観点から、

様々な事業者が追加サービスを提供できるようにするとともに、複数の事業

者による協業の障壁を低くすることにより、革新的なサービスの創出を促す

ことが必要と考えられる。また、官民が協力し、外部連携が容易な基盤の提

供・仕様や商流データの標準化・ルールの策定・サービス品質の管理等を進

めるとともに、基盤を継続的に改善するために必要なリソースを確保できる
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仕組みを構築することが適当と考えられる。 

 

連絡会議としての基本的な考え方と今後の議論について 

幹事会での議論も踏まえ、連絡会議としては、「追加サービスの類型」に

ついて、表３での整理をもとに、ＣＢＤＣフォーラムや諸外国の議論、新た

な金融サービスの進展等を注視しつつ、検討を進めていく。 

 

また、追加サービスに関する民間事業者の創意工夫を促し、イノベーショ

ンを支え、ひいてはＣＢＤＣエコシステムの持続可能性を高める観点から、

以下の取り組みの必要性も念頭に置きながら、検討を進めていく。 

⚫ 様々な事業者が追加サービスを提供できるようにするとともに、複数

の事業者による協業の障壁を低くすることにより、革新的なサービス

の創出を促すこと。 

⚫ 官民が協力し、外部連携が容易な基盤の提供・仕様や商流データの標

準化・ルールの策定・サービス品質の管理等を進めるとともに、基盤

を継続的に改善するために必要なリソースを確保できる仕組みを構築

すること。 
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Ⅴ．基礎的な決済手段としてのＣＢＤＣの姿 

幹事会における議論 

ユーロ圏や英国などの諸外国におけるＣＢＤＣの検討においては、信頼で

きる支払い手段である中銀マネーへのアクセシビリティの維持や、決済の高

度化・効率化とイノベーションの促進、決済領域におけるレジリエンスや戦

略的自律性の堅持、マネーの一様性の維持といった目的を掲げている例があ

る。もとより、ＣＢＤＣの目的や意義は各国の経済・社会状況等に応じて議

論されるべきものであるものの、我が国においても、こうした諸外国におけ

る検討も意識しながら、目的や意義について議論を行う必要がある。 

今後、制度設計の大枠の整理に向けた議論を進め、法制面や発行の可能性

を検討する過程で改めて検討されるものではあるが、現時点で考えられる我

が国におけるＣＢＤＣの目的・意義としては、たとえば以下の①～④が考え

られる。 

① 支払い手段に関するユニバーサルアクセスの維持 

我が国では現金の使用率が高く、民間の提供するキャッシュレス決済

手段も広く普及している。当面、こうした状況が大きく変わる可能性

は高くないと考えられるほか、政府・日本銀行は、現金に対する需要

がある限り、責任を持って、その供給を継続していく方針を示してい

る。こうしたもとで、仮に将来的に現金が使われにくくなる事態が生

じ、一方で民間マネーが現金の持つ機能を十分に代替できない場合に

は、現金や民間マネーと並ぶ決済手段として、いつでもどこでも安心

して利用できるＣＢＤＣを導入することは、有力な選択肢の一つとな

る。 

② デジタル社会にふさわしい決済システムの構築 

ＣＢＤＣは、新たなサービス提供やイノベーション促進の基盤として

機能するほか、補完的に支払い手段を提供することで決済にかかる健

全な競争環境を維持することに貢献しうる。加えて、行政等の事務効

率化やＤＸ推進、社会全体の決済にかかるコストの削減などの効果も

期待される。 

③ 決済の自律性とレジリエンスの堅持 

我が国においては、現金や国内事業者が提供する民間キャッシュレス

決済手段のプレゼンスが高く、決済の自律性などに関する懸念に現時

点で直面していない。もっとも、決済システムが高度化する中でこれ

が変化する可能性があり、ＣＢＤＣ導入を通じて「円」の安定性・利

便性を不断に高めていくことが、将来にわたる決済の自律性やレジリ

エンスの堅持につながると考えられる。 
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④ 民間マネーの相互運用性向上と信頼のアンカー機能の発揮 

ＣＢＤＣが民間デジタルマネーの橋渡し役を果たすことで、相互運用

性や交換容易性を高める可能性がある。将来的に多様な民間マネーが

生まれ得るなかでも、これらが中銀マネーと日常的に交換されること

でＣＢＤＣが信頼のアンカーとして機能し、「マネーの一様性」2をよ

り盤石にするのではないか。 

 

備えることが望ましいと考えられる機能全てを網羅するフルスペックのＣ

ＢＤＣを実現させることは、技術面やコストの観点等から現実的ではない。

将来発生し得る多様なニーズに応えられる拡張性を持たせる観点からも、初

期段階から重厚なシステムを整備することは合理的ではなく、サービスリリ

ースに関するMVP（Minimum Viable Product）3の考え方も参考としながら、

まずは基礎的な決済手段として利用できるＣＢＤＣとして発行を開始し、利

用者のニーズや技術の進展に合わせて段階的に機能度・利便性を向上させて

いくことが望ましいと考えられる（図４参照）。 

 

（図４）CBDCの展開のイメージ 

 

2 決済に使われるお金が中央銀行マネーと額面（1対 1の価値）で交換できるという通貨の均質性を示

す概念であり、円滑な経済取引の前提となる。 

3 ユーザーに必要最小限の価値を提供できるプロダクトのことであり、目的を達成できる最低限の状態

の製品やサービスをユーザーに提供し、得られたフィードバックを参考に新機能の追加や改善を繰り

返す開発手法において活用されている。 
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これらの考え方と、中間整理及び第２次中間整理や、連絡会議・幹事会で

の議論を踏まえつつ、個人ユーザーがＣＢＤＣを利用する際に想定されるシ

ーンを切り口（図５参照）としながら、「発行開始時点（＝ＤＡＹ１）の姿」

と「発行開始後、相応の期間が経過した時点の姿」について整理を行った。 

 

（図５）個人ユーザーがＣＢＤＣを利用する際に想定されるシーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでの「発行開始時点（＝ＤＡＹ１）の姿」とは、我が国として正式に

ＣＢＤＣを発行し、実際の取引でＣＢＤＣを有効に用いることが可能となる

段階におけるＣＢＤＣのあり方を現時点で整理し、今後の論点を示したもの

である。また、「相応の期間が経過した時点の姿」とは、ＣＢＤＣエコシス

テムの発展、システム面の技術革新や拡張により、どの程度まで機能度・利

便性が充実していくかについて、現時点で想定するものを指している。 

なお、これらは関係者間で想定するＣＢＤＣの姿をクリアにし、今後の論

点を明確化するための整理であり、検討が進む中で変わり得るものであるこ

とに留意が必要である。 

 

（１）通貨としてのあり方 

 ＣＢＤＣは紙幣と同様に日本銀行が発行するが、通貨としての性質を

どのように捉えるか4は今後検討が必要である。 

 

（２）役割分担とエコシステム 

  発行開始時点から、日本銀行が台帳管理、発行元・還収先としての機

能を担い、仲介機関が顧客管理、払出・受入、発行先・還収元としての

 

4 たとえば、強制通用力や一般受容性に関して、ＣＢＤＣを受領するための基盤のあり方について、検

討する必要が生じ得る。 
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機能を担うことが想定される。仲介機関になるかは任意であり、民間事

業者が経営判断の一環として決めるものである。なお、発行開始時点で

は、個人間送金や店舗支払などの基礎的な決済手段としてのサービスの

みが提供されることを想定しているものの、仲介機関がこの時点で追加

サービスの準備ができている場合は、追加サービスが提供されることは

ありうる。 

  発行開始後、相応の期間が経過した時点においては、日本銀行と仲介

機関に加え、追加サービスのみを提供する事業者や公的機関といった主

体がＣＢＤＣエコシステムに参加することが考えられる。また、仲介機

関が仲介業務の一部のみを担うことや日本銀行及び仲介機関が担う機能

のアウトソース・共同化のあり方についても検討されると考えられる。 

 

（３）流通し得る範囲 

発行開始時点において、日本国内において流通可能であり、ＣＢＤＣ

口座を開設のうえ、個人間送金や店舗支払といった場面で使い得る状態

である。なお、日本国内における流通に関して、在留外国人は在留カー

ド等のＩＤを用いることで日本国籍を持つ個人ユーザーに準じた扱いと

することも可能性として考えられる一方で、観光客のような非居住者の

利用については既存のＩＤ等による対応は難しく、例えばカード型デバ

イスの提供とセットで検討するなど、発行開始から相応の期間が経過し

た時点の姿として検討を進めることが適当と考えられる。 

また、クロスボーダー決済については、外為法の適用対象とすること

や準拠法の観点の検討も必要となるため、可能な限りそれらが影響しな

い範囲で発行を開始しつつ、将来的なクロスボーダーでの利用の可能性

を見越し、国際的な動向も踏まえた検討を進めることが望ましいと考え

られる。 

 

（４）利用準備 

 ・口座開設 

 これまでの議論のとおり、顧客管理を行う仲介機関が本人確認を行っ

た上で口座開設を行う。 

口座数のあり方については、個人ユーザーについてはシステム負荷や

ＡＭＬ／ＣＦＴの観点、管理コストも鑑みつつ、一人一口座に限ること

も選択肢の一つと考えられる。一方で、法人ユーザーについては円滑な

事業運営の観点から複数口座を認めることが適当と考えられる。なお、

仮に発行開始時点で個人ユーザーを一人一口座に限る場合においては、
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発行開始後、相応の期間が経過した時点において、複数口座保有のニー

ズがどの程度あるかを検証することが考えられる。 

また、仲介機関間の健全な競争環境を維持する観点から、アカウント

ポータビリティ（顧客管理を行う仲介機関を、口座IDを変えずに変更す

る機能）等のスイッチングコストを下げる方策についても、検討する必

要があると考えられる。 

 

 ・ユーザー端末 

発行開始時点ではスマートフォン上のアプリを用いることを想定して

おり、カード型等のスマートフォン以外のデバイスを用いた支払につい

ては、相応の期間が経過した時点で検討を行うものと考えられる。 

 

 ・チャージ 

ＣＢＤＣを使おうとするユーザーは、口座を開設した上で現金や銀行

預金等の民間マネーをＣＢＤＣ残高に変換（チャージ）することでＣＢ

ＤＣによる支払・送金が可能となるため、具体的なチャージの手法につ

いて、検討が必要である。 

発行開始時点では、顧客管理を行う仲介機関が自社発行の民間マネー

（銀行預金や資金移動業マネー）との交換を通じて払出・受入を行うこ

とを主軸として、検討していくことが考えられる。その後、相応の期間

が経過した時点では、払出・受入のみを行う仲介機関による現金とＣＢ

ＤＣの交換や、民間マネーのバックでＣＢＤＣの授受が行われること等

を通じて、ユーザーが現金・ＣＢＤＣ・民間マネーをシームレスに利用

できることが期待される。また、自社発行の民間マネーとの交換を伴わ

ない形での、仲介機関による現金とＣＢＤＣとの交換が行われることも

想定される。 

 

（５）利活用シーン 

 ・個人間送金 

 発行開始時点より、口座開設済みのユーザー間で個人間送金が可能と

なる。同一の仲介機関において口座を持つユーザー間のみならず、異な

る仲介機関で口座を持つユーザー間も含めて送金は可能であるが、送金

先を特定する手段としてのエイリアス機能のあり方については、今後検

討が必要である。 

 相応の期間が経過した時点では、ＣＢＤＣ口座を持つユーザーが増加

することで、より一般的な個人間送金の手段として用いられることが期
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待される。また、民間マネーの相互運用性を高める機能について検討し

ていくことが考えられる。 

 

・店舗等での支払い 

 発行開始時点から、準備が整った店舗においてＣＢＤＣによる支払が

可能となるが、その際、様々な方式があり得る中で、有力な方法として

はＱＲコードを用いた支払が考えられる。ＱＲコード決済には、利用者

がスマートフォンで店舗に設置されるＱＲコードを読み取る「ＭＰＭ

（Merchant Presented Mode）」と、利用者がスマートフォンに表示する

ＱＲコードを店舗側が読み取る「ＣＰＭ（Consumer Presented Mode）」

の二つの方式がある。基礎的な決済手段として当初から実装する方式に

ついては今後検討が必要であるが、「逆引き」の支払い方式であるＣＰ

Ｍの利用・普及には、店舗に対する信頼や、個人ユーザーと店舗の管理

を共に行う主体の存在が求められ得るため、ＣＰＭの実装には店舗側の

顧客管理を行う仲介機関が担うべき役割や義務における実務上の整理を

行う必要があると考えられる。 

 相応の期間が経過した時点では、対応済みの店舗等が増加し、より一

般的な支払い手段として用いられることが期待される。 

なお、Ｇ２Ｐ（政府から個人）やＰ２Ｇ（個人から政府）の送金等の

ユースケース拡大について、今後も検討を進めていくことが望ましいと

考えられる。 

 

（６）拡張機能 

 ・オフライン決済 

 送金元・受領先の双方がオフライン状態での決済については、発行開

始時点から提供することは想定しておらず、発行開始後に相応の期間が

経過した時点で、実現に向けた技術動向を踏まえつつ必要性を検討する

ことを見込んでいる。 

なお、店舗支払におけるユーザー側のみがオフラインとなる、片側オ

フライン支払については、オンライン状態の店舗が決済プロセスを起動

する点で、前述のＣＰＭによる支払いと同様の論点を持つことから、店

舗側を顧客管理する仲介機関の役割の整理が必要である。また、発行開

始時点での必要性についても併せて検討していくことが望ましい。加え

て、片側オフライン支払を、基礎的な決済手段としてのサービスの一つ

として想定するのか、対応能力がある仲介機関だけが提供する追加サー

ビスとして位置付けるのかについても、議論を深める必要がある。 
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 ・追加サービス 

 発行開始時点では、基礎的な決済手段としての提供が中心ではあるが、

準備が整った追加サービスについては提供され得る。発行開始後、相応

の期間が経過した時点では、条件付き決済やデータ利活用等の種々の追

加サービスが提供されることにより、更に利便性が向上することが期待

される。 

 

（７）金額制限 

 ・保有額 

 前述のとおり、金融システムに与える影響だけでなく、保有上限額の

あり方等の他の制度設計やシステム負荷も鑑みつつ、基礎的な決済手段

としての役割を念頭に置きながら、発行開始時点における具体的な金額

等の設定を考える必要がある。保有額を超えた場合は預金口座へオート

スウィングすることが想定されるが、保有額制限の目的とシステム負荷

を含めた民間事業者の負担とのバランスに鑑みた設計とすることが求め

られる。 

 発行開始後、相応の期間が経過した時点においては、金融システムに

与える影響等の検証やユーザーのニーズ等を踏まえ、必要に応じて金額

設定等の見直しを行うことも選択肢として考えられる。 

 

 ・取引額 

 ＡＭＬ／ＣＦＴの観点から、発行開始時点における規制のあり方に則

った取引可能額を設定する必要があるが、そのあり方や設定方法につい

ては今後改めて議論が必要である。その際、取引可能額の上限に応じて

求められるＫＹＣの厳格さを対応させる等、柔軟性のある運用とするこ

とも一つのアイデアと考えられる。 

また、「第２次中間整理」において、ＣＢＤＣは金銭と同様な動的安

全性を持つ、すなわち、なりすましなどの無権利者が介在する場合、詐

欺などによる取消しがあった場合、送金指示の誤りがあった場合などで

あっても、ＣＢＤＣの誤送金等による所有権移転に係る法的瑕疵は転得

者への移転には影響せず、送金者は受取者への不当利得返還請求を通じ

て権利回復を行うことになることが望ましいとされている。このため、

ユーザー保護の観点から、本人が取引額上限を設定する機能についても

検討が必要と考えられる。 

 発行開始後、相応の期間が経過した時点に至る過程でも、新たな規制
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があれば都度見直しを行うことが求められ、また、発行開始時点に設定

した金額・制限の効果の検証も必要に応じて実施することが考えられる。 

 

なお、日本銀行では、ＣＢＤＣ発行開始までのプロセスの概要を、一般的

なシステム構築手順を踏まえ、図６のとおりと考えている。社会実装に向け

て、①制度設計の具体化、②要件定義、③システム構築といったプロセスで

プロジェクトが進むことが想定される。ステークホルダーが多い中、とりわ

けプロジェクトの上流工程である①および②のプロセスに時間を要すると考

えられる。 

 

（図６）ＣＢＤＣ発行開始までのプロセスの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡会議としての基本的な考え方と今後の議論について 

 幹事会での議論も踏まえ、連絡会議としては、以下のとおり、「基礎的な

決済手段としてのＣＢＤＣのあり方」に係る基本的な考え方と今後の議論の

方向性に関する整理を行った。 

 

⚫ 諸外国におけるＣＢＤＣ導入の目的・意義を踏まえつつ、現時点で考

えられる我が国におけるＣＢＤＣの目的・意義については、①支払い

手段に関するユニバーサルアクセスの維持、②デジタル社会にふさわ

しい決済システムの構築、③決済の自律性とレジリエンスの堅持、④

民間マネーの相互運用性向上と信頼のアンカー機能の発揮、が挙げら

れる。 

⚫ 初期段階から重厚なシステムを整備しフルスペックのＣＢＤＣを実現
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させるのではなく、まずは基礎的な決済手段として利用できるＣＢＤ

Ｃとして発行を開始し、利用者のニーズや技術の進展に合わせて段階

的に機能度・利便性を向上させていく。 

 

 その上で、目的・意義をさらに明確化するとともに、発行開始時点に備え

るべき機能や、その後の機能拡張等の展開について検討を進め、我が国にお

いて想定されるＣＢＤＣの姿を明らかにしていく。加えて、これらの機能を

支える法制面の整備について、引き続き関係府省庁・日本銀行と丁寧な議論

を行っていく。  
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３．おわりに 

 本進捗報告で示された考え方などを踏まえ、今後も制度設計の大枠の整理

に向けて検討を深め、主要論点の基本的な考え方や選択肢等を明らかにする。 

 

通貨は、我が国の経済取引の根幹を支えるものであり、そのあり方は我が

国の国民生活にも広く影響を与えるものである。ステーブルコインやトーク

ン化預金の基盤となるブロックチェーン技術や急速に発展するＡＩなどの新

たな技術により、決済システムが高度化・効率化していく流れの中で、ＣＢ

ＤＣがその役割を果たすことが一層求められる可能性がある。 

 

諸外国の動向や、我が国の決済システム全体を巡る変化も踏まえながら、

引き続き、政府・日本銀行が密接に連携し、検討を進めていく。 

 

（以上） 
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２．開催実績 

【連絡会議】 

第１回 ２０２４年 １月２６日 

・連絡会議の設置について 

・今後の進め方について 

 

第２回 ３月１２日 

・各府省庁の所管行政において生じる「課題」について 

 

第３回 ４月１７日 

・中間整理について 

 

第４回 １０月３日 

・これまでの議論について 

・「パイロット実験」の進捗状況について 

・今後のスケジュールについて 

 

第５回 ２０２５年５月２２日 

・第２次中間整理について 

 

第６回 １０月２４日 

・これまでの議論について 

・「パイロット実験」の進捗状況について 

・今後のスケジュールについて 

 

【幹事会】 ※本報告は第７回以降の議論を元に作成。 

第１回 ２０２４年 １０月２９日 

・私法上の整理 

（１）私法上の整理に関する技術的な前提等について（日本銀行） 

（２）既存のデジタル財産等に関する整理について（法務省・金融庁・財

務省） 

 

第２回 １２月２日 

・プライバシーの保護とデータの利活用／公共政策上の要請の両立 

（１）データの取扱いについて（日本銀行） 

（２）個人情報保護とデータの利活用について（個人情報保護委員会・金
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融庁・経済産業省） 

 

第３回 １２月１９日 

・各種の民間決済手段との役割分担 

（１）民間事業者へのヒアリング報告について（財務省・金融庁・経済産

業省） 

（２）ＣＢＤＣフォーラムにおける議論の概要等（日本銀行） 

 

第４回 ２０２５年２月３日 

・私法上の整理について（財務省・日本銀行・法務省） 

 

第５回 ３月１１日 

・ＣＢＤＣにおけるデータの扱いについて 

（１）データの扱いに関するケーススタディ（日本銀行） 

（２）利便性向上のためのデータの扱いに関する検討について（財務省） 

 

第６回 ３月１７日 

・各種の民間決済手段との役割分担 

（１）ＣＢＤＣの利用形式について（財務省） 

（２）ＣＢＤＣに関する市場の競争について（公正取引委員会） 

 

第７回 １１月１８日 

・ＣＢＤＣを支える業務の全体像（財務省） 

・預金との共存（日本銀行） 

 

第８回 １２月１１日 

・日本銀行と仲介機関の業務と役割分担（財務省・日本銀行） 

 

第９回 ２０２６年１月２２日 

・仲介機関の負担への配慮とメリットの拡大（日本銀行） 

・追加サービスの類型（日本銀行） 

 

第１０回 ２月２７日 

・基礎的な決済手段としてのＣＢＤＣの姿（財務省） 


